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佐渡市では、今年度から地域クラブ活動に認定制度を設けました。参加する児童・生徒が

安心・安全に活動できるよう、国のガイドラインで示された認定要件に沿って活動を行う仕

組みです。なお、市が自ら実施する地域クラブ活動については、認定したものとみなして取

り扱うこととされています。このため、佐渡市が実施するスポーツ・文化活動は「佐渡市認

定地域クラブ活動」として実施しています。「認定要件」には、休養日を設けることや、指

導者が研修を受けることなど、児童・生徒が安心して活動できるような項目が含まれていま

す。この４月から佐渡市認定地域クラブ活動がスタートしました。 

４月 11・12 日に令和８年度の『佐渡市認定地域クラブ活動』のスキップ型が始まりまし

た。今年度から土日の学校の部活動は原則、実施しない

ことになっています。そのかわり、地域クラブ活動が土

日に実施されています。また、今年度から新しい取組と

して、スキップ型の参加者でも活動が無い土日にはエン

ジョイ型種目にも参加できることになりました。5 月か

ら始まるエンジョイ型種目で参加してみたい活動があ

れば是非申し込んでください。 

なお、４月１日時点ではスキップ型には下表のとおり

１６６名の申込みがありました。その後も申し込みが続

いていますが、まだ参加者が少ない種目も見られます。 

特に、中学 1 年生にとっては 4 月から初めて部活動を体験している人も多いかと思いま

す。入部した種目のスキルアップをしたい人や、部活動に入っていなくてもやってみたい種

目があったら是非申し込んでください。随時受け付けています‼ 

佐渡市認定地域クラブ活動たより 



佐渡市認定地域クラブ活動における指導者による不適切な対応（体罰、暴言、ハラスメ
ント等）につきましては、国のガイドラインにおいて、生徒が安全・安心に活動できる環
境の確保や、不適切行為の防止の観点から、体制整備が求められています。また、認定地
域クラブ活動においては、安全・安心な活動を確保するための体制整備が求められています。  

そこで、佐渡市においても、こうした考え方に基づき、相談窓口を設置しました。佐渡
市のホームページから相談することができ、電話またはフォームにより受け付けています。
詳しくは、参加決定通知書とともにお知らせする「相談窓口のご案内」をご確認くださ
い。 

 

グローブ、バット（野球）、ラケット（ソフトテニス、バドミントン、卓球）、各種楽器（吹奏楽、ギター） 、 

お茶の道具 などご協力いただける道具（使用可能）があれば地区公民館にお持ちください。
 

 
新たに参加を希望される場合は、申込後、翌月中旬以降の活動から参加することができ

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
詳しくは、教育委員会 社会教育課までお気軽にお問い合わせください。 

（℡ 58－7356 FAX 63－5124  E-mail  shakyo@city.sado.niigata.jp）  
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